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出

席

説

明

員 

 
 
 

区
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佐 
 

藤 
 

正 
 

子 

 
 
 

副

区

長 
 

加 
 

藤 
 

裕 
 

一 

 
 
 

教

育

長 
 

丹 
 

羽 
 

恵

玲

奈

 
 
 
 
 

 
 
 

企

画

政

策

部

長 
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長 
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取
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事
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起

子

 
 
 
 
 

議

事

調

査

担

当 
 

平 
 

尾 
 

和 
 

香 

 

議

事

日

程 

 
 
 

日

程

第

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
二
十
七
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算 

 
 
 

日

程

第

二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
二
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
度
文
京
区
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算 

 
 
 

日

程

第

三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
二
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
度
文
京
区
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算 

 
 
 

日

程

第

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

案

第

三

十

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
度
文
京
区
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算 

 
 
 

日

程

第

五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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日

程

第

七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
四
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
立
元
町
公
園
整
備
工
事
（
第
二
期
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 

日

程

第

八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 
 

日

程

第

九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
三
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
立
本
駒
込
図
書
館
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 
 

追

加

日

程

第

十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
版
“
区
民
参
画
型
予
算
”
の
導
入
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
六
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
職
員
の
区
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
及
び
合
意
形
成
能
力
の
向
上
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
求

め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
八
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

子
ど
も
た
ち
の
「
意
見
等
の
表
明
と
参
加
」
を
確
実
に
進
め
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
情
報
発
信
・
提
供
を
強
化
す

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
三
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

消
費
税
率
引
き
下
げ
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ
ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
五
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
六
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の
事
業
に
つ
い
て
、
応
募
し
た
企
業
（
体
）
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
概
要
を
区
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧

で
き
る
よ
う
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
七
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
「
多
文
化
共
生
」
に
向
け
た
取
り
組
み
を
さ
ら
に
進
め
、
区
と
し
て
の
基
本
方
針
や
条
例
検
討
に
向

け
調
査
・
研
究
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
八
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
区
政
の
情
報
は
区
民
の
も
の
」
と
明
記
し
、
情
報
公
開
の
徹
底
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
九
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
民
が
安
心
・
安
全
に
住
み
続
け
ら
れ
る
た
め
の
「
文
の
京
」
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の
検
討
に
向
け

た
調
査
・
研
究
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
一
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
を
、
区
民
と
と
も
に
進
め
る
「
協
働
・
協
治
」
の
仕
組
み
の
強
化
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

危
険
な
暑
さ
や
集
中
豪
雨
か
ら
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
区
立
公
園
へ
の
「
雨
庭
（
レ
イ
ン
ガ
ー
デ
ン
）
」
整
備
を

求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
三
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
し
学
校
を
楽
し
く
学
べ
る
所
に
す
る
為
に
教
員
を
増
や
し
、
更
な
る
少
人
数
学
級
実
現
を
求
め

る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
五
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
に
関
連
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
早
期
開
催
な
ど
を
求
め
る
請
願 
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追
加
日
程
第
二
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
六
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
年
を
見
据
え
た
図
書
館
を
つ
く
ろ
う 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
七
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
、
文
京
区
立
図
書
館
の
整
備
及
び
機
能
向
上
に
関
す
る
検
討
の
場
を
設
け
る
こ

と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
八
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
九
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
会
に
出
席
す
る
全
て
の
人
に
対
し
、
統
一
し
た
情
報
通
信
機
器
の
使
用
基
準
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
今
後
の
議
会
運
営
に
係
る
懇
談
会
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
区
議
会
Ｈ
Ｐ
で
記
載
し
、
「
要
点
記
録
」
に
つ
い
て
も
公

表
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
一
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

区
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
場
で
「
請
願
」
の
採
択
・
不
採
択
を
入
力
し
、
結
果
を
議
場
で
表
示
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願 

 

午
後
一
時
五
十
九
分
開
議 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

た
だ
い
ま
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

ま
ず
、
本
日
の
会
議
録
署
名
人
の
指
名
を
行
い
ま

す
。 

 

本
件
は
、
会
議
規
則
に
基
づ
き
、
議
長
に
お
い
て
、 

 
 
 
 

九

番

 
 
 
 

 
 

千 

田 

恵
美
子 

 

議
員 

 
 
 
 

十

八

番

 
 
 
 

 
 

た
か
は
ま 

な
お
き 

 

議
員 

 

を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
の
際
、
書
記
よ
り
、
諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま

す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

二
〇
二
五
文
総
総
第
八
八
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令

和

七

年

十

月

六

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
和
解
及
び
損
害
賠

償
額
の
決
定
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

記 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

ご
み
の
訪
問

収
集
の
誤
回

収
に
よ
る
物

損
事
故 

件 
 

 

名 

令
和
七
年
七 

月
十
七
日 

決
定
年
月
日 

区
の
被
害
者 

に
対
す
る
損 

害
賠
償 

和
解
の
内
容 

五
万
一
千
九 

百
八
十
円 

損
害
賠
償
額 

本
件
事
故
の
被
害 

者 相 

手 

方 
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〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
〇
五
八
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令

和

七

年

十

月

六

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
和
解
及
び
損
害
賠

償
額
の
決
定
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

二
〇
二
五
文
総
総
第
九
二
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令

和

七

年

十

月

六

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

記 

一 

件

名 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
七
月
十
八
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
後 

金
二
億
一
千
六
百
六
十
八
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
前 

金
二
億
一
千
四
百
六
十
二
万
一
千
円 

 

二
〇
二
五
文
監
第
一
〇
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令

和

七

年

九

月

三

十

日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

岡 

﨑 

義 

顯 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 

 

令
和
七
年
度
八
月
分
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
（
提
出
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。 

記 

一 

検
査
の
対
象 

会
計
管
理
者
所
管
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
属
す
る
令

和
七
年
度
八
月
分
の
現
金
の
出
納
及
び
保
管
状
況 

二 

検
査
年
月
日 
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
、
二
十
九
日 

清
掃
軽
小
型

ダ
ン
プ
車
に

よ
る
物
損
事

故 件 
 

 

名 

令
和
七
年
九 

月
二
十
二
日 

決
定
年
月
日 

区
の
被
害
者 

に
対
す
る
損 

害
賠
償 

和
解
の
内
容 

十
万
七
千
八 

百
円 

損
害
賠
償
額 

本
件
事
故
の
被
害 

者 相 

手 

方 
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三 

検
査
の
結
果 

⑴ 

現
金
出
納
状
況
及
び
現
金
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
別

紙
「
現
金
出
納
保
管
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

⑵ 

収
支
の
計
数
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
歳
入
計
算
表
」
及

び
「
歳
出
計
算
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

〔
別
紙
省
略
〕 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

資
料
、
議
事
日
程
・
追
加
議
事
日
程
の
と
お
り
、
二
十
二
件
を
本
日
の
日
程
に

追
加
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
四
件
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

一

 
 
 

 
 
 
 

議
案
第
二
十
七
号

 
 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算 

日

程

第

二

 
 
 

 
 
 
 

議
案
第
二
十
八
号

 
 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
度
文
京
区
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算 

日

程

第

三

 
 
 

 
 
 
 

議
案
第
二
十
九
号

 
 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
度
文
京
区
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算 

日

程

第

四

 
 

 
 
 
 

 

議
案
第
三
十
号

 
 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
度
文
京
区
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告

を
求
め
ま
す
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
二
十
三
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
登
壇
〕 

○
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
（
白
石
英
行
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議

案
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
の
四
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
区
民
委
員

会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
十
月
一
日
及
び
二
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し

た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
七
号
は
、
令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算
で
、
総
額
六

十
七
億
六
千
九
百
九
十
三
万
九
千
円
を
追
加
す
る
、
本
年
度
第
二
回
の
補
正
予
算

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
総
則
第
一
条
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
歳
入
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

一
般
財
源
は
、
令
和
六
年
度
一
般
会
計
の
繰
越
額
の
確
定
に
伴
う
剰
余
金
、
特

別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
等
を
財
源
と
し
て
六
十
億
九
千
五
百
七
十
九
万
六
千
円
を

計
上
い
た
し
ま
し
た
。 

 

特
定
財
源
は
、
国
庫
支
出
金
、
都
支
出
金
、
諸
収
入
等
、
六
億
七
千
四
百
十
四

万
三
千
円
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
歳
出
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

財
政
調
整
基
金
へ
の
積
立
金
と
し
て
、
四
十
億
九
百
万
円
を
計
上
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
ほ
か
、
防
犯
機
器
等
購
入
補
助
事
業
の
実
施
及
び
安
全
・
安
心
ま
ち
づ

く
り
事
業
補
助
金
の
補
助
率
拡
充
等
に
要
す
る
経
費
一
億
三
千
四
百
五
十
四
万
五

千
円
、
定
額
減
税
補
足
給
付
金
の
給
付
等
に
要
す
る
経
費
二
億
八
千
七
百
六
十
五

万
一
千
円
、
元
町
公
園
整
備
工
事
の
設
計
変
更
等
に
要
す
る
経
費
二
億
五
千
七
万

四
千
円
、
小
日
向
二
丁
目
の
土
地
取
得
に
要
す
る
経
費
三
億
三
千
万
円
等
を
計
上

い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
に
よ
り
、
一
般
会
計
の
総
額
は
、
一
千
六
百
八
十
億
七
千
三
百
七
十
一
万



令和７年１０月６日本会議（速報版） 

 

－7－ 

五
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 
次
に
、
予
算
総
則
第
二
条
は
債
務
負
担
行
為
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

壱
岐
坂
上
歩
道
橋
詳
細
設
計
委
託
等
に
つ
い
て
、
限
度
額
を
変
更
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
等
に
つ
い
て
、
期
間
及
び
限
度
額
を
追
加
す

る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
八
号
は
、
令
和
七
年
度
文
京
区
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
で
、
総
額
八
億
二
千
九
百
五
十
六
万
円
を
追
加
す
る
、
本
年
度
第
一
回

の
補
正
予
算
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
総
則
第
一
条
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
一
般
会
計
繰
出
金
に
要
す
る
経
費
六
億
一
千
六
百
八
十

九
万
九
千
円
等
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
財
源
に
は
繰
越
金
等
を
計

上
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
総
額
は
、
二
百
十
三
億
六
千
五
十

六
万
円
と
な
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
九
号
は
、
令
和
七
年
度
文
京
区
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
で
、
総
額
三
億
二
千
九
百
十
一
万
一
千
円
を
追
加
す
る
、
本
年
度
第
一
回
の

補
正
予
算
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
総
則
第
一
条
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
の
新
規
積
立
一
億
六
千
八
百
五

十
六
万
二
千
円
等
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
財
源
に
は
繰
越
金
等
を

計
上
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
介
護
保
険
特
別
会
計
の
総
額
は
、
百
八
十
三
億
九
千
四
百
十
一

万
一
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
号
は
、
令
和
七
年
度
文
京
区
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
で
、
総
額
一
億
一
千
六
百
九
十
四
万
二
千
円
を
追
加
す
る
、
本
年
度
第

一
回
の
補
正
予
算
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
総
則
第
一
条
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
一
般
会
計
繰
出
金
に
要
す
る
経
費
一
億
一
千
二
百
四
万

二
千
円
等
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
財
源
に
は
繰
越
金
等
を
計
上
い

た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
総
額
は
、
六
十
四
億
九
千
八
百

九
十
四
万
二
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
二
十
七
号
か

ら
第
三
十
号
ま
で
の
四
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
に
際
し
、
日
本
共
産
党
委
員
よ
り
、
議
案
第
二
十

七
号
か
ら
第
三
十
号
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
総
務
区
民
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告

は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
の
四
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
起

立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
四
議
案
に
対
す
る
総
務
区
民
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り
ま

す
。 

 
な
お
、
三
十
三
番
関
川
け
さ
子
議
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
日
の
会
議
に
お
け

る
採
決
は
、
挙
手
を
も
っ
て
起
立
と
み
な
す
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
七
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 



令和７年１０月６日本会議（速報版） 

 

－8－ 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
二
十

七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
八
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
二
十

八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
九
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 
起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
二
十

九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
第
五
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

五

 
 

 
 
 
 

 

議
案
第
三
十
一
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求

め
ま
す
。 

 
 
 

〔
厚
生
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
一
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

厚
生
委
員
会
委
員
長
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
議
員
。 

〔
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
議
員
登
壇
〕 

○
厚
生
委
員
会
委
員
長
（
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し

た
議
案
第
三
十
一
号
に
つ
き
ま
し
て
、
厚
生
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
九
月
二
十
二
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
一
号
は
、
文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
三
十
一
号
に

つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
厚
生
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
三
十
一
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
議
案
に
対
す
る
厚
生
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り
ま

す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
一
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
第
六
か
ら
第
八
ま
で
の
三
件
を
一
括

し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 
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日

程

第

六

 
 

 
 
 
 

 

議
案
第
三
十
二
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

日

程

第

七

 
 
 

 
 
 

 

議
案
第
三
十
四
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
立
元
町
公
園
整
備
工
事
（
第
二
期
）

請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

日

程

第

八

 
 
 

 
 
 
 

議
案
第
三
十
五
号

 
 
 
 

 
 
 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
建
設
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求

め
ま
す
。 〔

建
設
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
三
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

建
設
委
員
会
委
員
長
松
平
雄
一
郎
議
員
。 

〔
建
設
委
員
会
委
員
長
松
平
雄
一
郎
議
員
登
壇
〕 

○
建
設
委
員
会
委
員
長
（
松
平
雄
一
郎
） 

 
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案

第
三
十
二
号
並
び
に
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
の
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、

建
設
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
九
月
三
十
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
二
号
は
、
文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

で
す
。 

 

本
案
は
、
一
時
利
用
制
自
転
車
駐
車
場
に
お
け
る
自
転
車
の
撤
去
等
に
係
る
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
四
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
区
立
元
町
公
園
整
備
工
事

（
第
二
期
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
で
す
。 

 

本
案
は
、
工
事
の
内
容
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
も
の
で

す
。 

 

契
約
金
額
は
、
金
七
億
六
千
三
百
一
万
六
千
百
円
、
変
更
前
の
金
額
は
、
金
五

億
六
千
二
百
三
十
二
万
五
千
五
百
円
で
す
。 

 

契
約
の
相
手
方
は
、
小
野
・
大
洋
建
設
共
同
企
業
体
で
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
五
号
は
、
事
件
案
で
、
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に

つ
い
て
で
す
。 

 

本
案
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定

に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

賠
償
の
理
由
及
び
和
解
の
内
容
で
す
が
、
令
和
六
年
二
月
二
十
一
日
、
文
京
区

小
石
川
一
丁
目
二
十
一
番
先
路
上
に
お
い
て
、
文
京
区
所
有
の
清
掃
軽
小
型
ダ
ン

プ
車
に
よ
る
自
動
車
事
故
が
発
生
し
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え
た
た
め
、
治
療
費
、

交
通
費
、
休
業
損
害
、
慰
謝
料
等
を
文
京
区
が
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
三
十
二
号
並

び
に
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
の
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
建
設
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
建
設
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
三
十
二
号
並
び
に
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
の
三
議
案
に
つ
き
ま

し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
三
議
案
に
対
す
る
建
設
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り

ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
議
案
第
三
十
二
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
四
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 
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〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
五
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 
次
に
、
日
程
第
九
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

九

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
三
十
三
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
立
本
駒
込
図
書
館
改
修
工
事
請
負
契

約 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
文
教
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求

め
ま
す
。 

 
 
 

〔
文
教
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
二
十
六
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

文
教
委
員
会
委
員
長
上
田
ゆ
き
こ
議
員
。 

〔
文
教
委
員
会
委
員
長
上
田
ゆ
き
こ
議
員
登
壇
〕 

○
文
教
委
員
会
委
員
長
（
上
田
ゆ
き
こ
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案

第
三
十
三
号
に
つ
き
ま
し
て
、
文
教
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果

を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
九
月
二
十
九
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
三
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
区
立
本
駒
込
図
書
館
改
修
工
事
請
負

契
約
で
す
。 

 

本
案
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
三
億
四
千
九
百
二
十
五
万
円
、
契
約
の
相

手
方
は
、
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
一
番
十
三
号
、
株
式
会
社
小
野
組
、
代
表

取
締
役
社
長
猪
又
正
巳
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
三
十
三
号
に

つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
文
教
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
文
教
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
三
十
三
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
議
案
に
対
す
る
文
教
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り
ま

す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
三
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
十
か
ら
第
三
十
一
ま
で
の
二

十
二
件
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

追

加

日

程

第

十

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
版
“
区
民
参
画
型
予

算
”
の
導
入
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
六
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
職
員
の
区
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
及
び
合
意
形
成
能

力
の
向
上
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
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と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
二

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
八
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

子
ど
も
た
ち
の
「
意
見
等
の
表
明
と

参
加
」
を
確
実
に
進
め
る
た
め
、
子

ど
も
た
ち
へ
の
情
報
発
信
・
提
供
を

強
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
三

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
三
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

消
費
税
率
引
き
下
げ
と
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
四

 
 
 
 
 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
二
十
四
号

 
 
 
 
 

 
 
 

 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ

ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
五

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
五
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化

を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
六

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
六
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の
事
業

に
つ
い
て
、
応
募
し
た
企
業
（
体
）

の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
概
要
を
区
Ｈ
Ｐ

で
閲
覧
で
き
る
よ
う
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
七

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
七
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

文
京
区
に
お
け
る
「
多
文
化
共
生
」

に
向
け
た
取
り
組
み
を
さ
ら
に
進
め
、

区
と
し
て
の
基
本
方
針
や
条
例
検
討

に
向
け
調
査
・
研
究
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
十
八

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
八
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

「
区
政
の
情
報
は
区
民
の
も
の
」
と

明
記
し
、
情
報
公
開
の
徹
底
を
求
め

る
請
願 

追
加
日
程
第
十
九

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
二
十
九
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
民
が
安
心
・
安
全
に
住
み
続

け
ら
れ
る
た
め
の
「
文
の
京
」
ま
ち

づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の
検
討

に
向
け
た
調
査
・
研
究
を
求
め
る
請

願 

追
加
日
程
第
二
十
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
一
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
を
、
区
民

と
と
も
に
進
め
る
「
協
働
・
協
治
」

の
仕
組
み
の
強
化
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
二

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
二
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

危
険
な
暑
さ
や
集
中
豪
雨
か
ら
命
と

暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
区
立
公
園
へ

の
「
雨
庭
（
レ
イ
ン
ガ
ー
デ
ン
）
」

整
備
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
三

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
三
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
し
学
校
を
楽

し
く
学
べ
る
所
に
す
る
為
に
教
員
を

増
や
し
、
更
な
る
少
人
数
学
級
実
現

を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
四

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
四
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め

る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
五

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
五
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
に
関
連

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
早
期
開
催

な
ど
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
六

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
六
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

百
年
を
見
据
え
た
図
書
館
を
つ
く
ろ

う 
追
加
日
程
第
二
十
七

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
三
十
七
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か

ら
、
文
京
区
立
図
書
館
の
整
備
及
び

機
能
向
上
に
関
す
る
検
討
の
場
を
設

け
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
八

 
 

 
 

 
 

 
 

 
請
願
受
理
第
三
十
八
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
の
イ
ン
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タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
早
期
に
実
施
す

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
九

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
三
十
九
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

議
会
に
出
席
す
る
全
て
の
人
に
対
し
、

統
一
し
た
情
報
通
信
機
器
の
使
用
基

準
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十

 
 
 
 
 
 

 
 

 
請
願
受
理
第
四
十
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
今
後
の
議
会
運
営
に
係
る
懇
談

会
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
区
議
会
Ｈ

Ｐ
で
記
載
し
、
「
要
点
記
録
」
に
つ

い
て
も
公
表
す
る
こ
と
を
求
め
る
請

願 

追
加
日
程
第
三
十
一

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
一
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

区
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
場

で
「
請
願
」
の
採
択
・
不
採
択
を
入

力
し
、
結
果
を
議
場
で
表
示
す
る
こ

と
を
求
め
る
請
願 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
件
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
か
ら
請
願
審

査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
書
記
よ
り
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

令
和
七
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長 

 

白 

石 

英 
行 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

総
務
区
民
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
六
月
二
日
及
び
九
月
四
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
は
、
十
月
二
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
四
号 

 

・
件 

 
 

名 

「
文
の
京
」
版
“
区
民
参
画
型
予
算
”
の
導
入
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
六
号 

 

・
件 

 
 

名 

文
京
区
職
員
の
区
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
及
び
合

意
形
成
能
力
の
向
上
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
請

願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

第
一
項 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

三 

請
願
受
理
第
八
号 

 

・
件 

 
 

名 

子
ど
も
た
ち
の
「
意
見
等
の
表
明
と
参
加
」
を
確
実
に
進
め
る

た
め
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
情
報
発
信
・
提
供
を
強
化
す
る
こ
と

を
求
め
る
請
願 

 

・
請 
願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 
第
二
項 

不
採
択 
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・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

四 

請
願
受
理
第
二
十
三
号 

 

・
件 

 
 

名 

消
費
税
率
引
き
下
げ
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
請

願 

 

・
請 

願 

者 
文
京
区
小
日
向
三
丁
目
七
番
三
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

消
費
税
廃
止
文
京
各
界
連
絡
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表 

 

小 

林 

秀 

一 

外
七
百
七
十
七
名 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

五 

請
願
受
理
第
二
十
四
号 

 

・
件 

 
 

名 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ
ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

・
請 

願 

者 

文
京
区
本
駒
込
五
丁
目
十
五
番
十
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
日
本
婦
人
の
会
文
京
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
部
長 

 
小 

竹 

紘 

子 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

六 

請
願
受
理
第
二
十
五
号 

 

・
件 

 
 

名 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

七 

請
願
受
理
第
二
十
六
号 

 

・
件 

 
 

名 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の
事
業
に
つ
い
て
、
応
募
し
た
企

業
（
体
）
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
概
要
を
区
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧
で
き
る

よ
う
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

八 

請
願
受
理
第
二
十
七
号 

 

・
件 

 
 

名 

文
京
区
に
お
け
る
「
多
文
化
共
生
」
に
向
け
た
取
り
組
み
を
さ

ら
に
進
め
、
区
と
し
て
の
基
本
方
針
や
条
例
検
討
に
向
け
調

査
・
研
究
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 
・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 
・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

九 

請
願
受
理
第
二
十
八
号 

 

・
件 

 
 

名 

「
区
政
の
情
報
は
区
民
の
も
の
」
と
明
記
し
、
情
報
公
開
の
徹

底
を
求
め
る
請
願 
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・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 
趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
委
員
会
委
員
長 

 

の
ぐ
ち 

け
ん
た
ろ
う 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

厚
生
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
九
月
四
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、
九
月
二

十
二
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
二
十
九
号 

 

・
件 

 
 

名 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建
設
委
員
会
委
員
長 

 

松 

平 

雄
一
郎 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

建
設
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
九
月
四
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、
九
月
三

十
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
三
十
号 

 

・
件 
 

 

名 

文
京
区
民
が
安
心
・
安
全
に
住
み
続
け
ら
れ
る
た
め
の
「
文
の

京
」
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の
検
討
に
向
け
た
調

査
・
研
究
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

み
ん
な
で
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
三
十
一
号 

 

・
件 

 
 

名 

気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
を
、
区
民
と
と
も
に
進
め
る
「
協

働
・
協
治
」
の
仕
組
み
の
強
化
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 
三 
請
願
受
理
第
三
十
二
号 

 

・
件 

 
 

名 

危
険
な
暑
さ
や
集
中
豪
雨
か
ら
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
区

立
公
園
へ
の
「
雨
庭
（
レ
イ
ン
ガ
ー
デ
ン
）
」
整
備
を
求
め
る

請
願 

 

・
請 

願 

者 
文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 
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「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 
趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
教
委
員
会
委
員
長 

 

上 

田 

ゆ
き
こ 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

文
教
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
九
月
四
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、
九
月
二

十
九
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
三
十
三
号 

 

・
件 

 
 

名 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
し
学
校
を
楽
し
く
学
べ
る
所
に
す
る
為

に
教
員
を
増
や
し
、
更
な
る
少
人
数
学
級
実
現
を
求
め
る
請
願 

・
請 

願 

者 

文
京
区
本
駒
込
五
丁
目
十
五
番
十
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
日
本
婦
人
の
会
文
京
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
部
長 

 

小 

竹 

紘 
子 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
三
十
四
号 

 

・
件 
 
 

名 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

三 

請
願
受
理
第
三
十
五
号 

 

・
件 

 
 

名 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
に
関
連
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

早
期
開
催
な
ど
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

四 

請
願
受
理
第
三
十
六
号 

 

・
件 

 
 

名 

百
年
を
見
据
え
た
図
書
館
を
つ
く
ろ
う 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
十
二
番
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

栂 

野 

秀 

一 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

五 

請
願
受
理
第
三
十
七
号 

 
・
件 

 
 

名 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
、
文
京
区
立
図
書
館
の

整
備
及
び
機
能
向
上
に
関
す
る
検
討
の
場
を
設
け
る
こ
と
を
求

め
る
請
願 

 

・
請 
願 
者 

文
京
区
根
津
一
丁
目
二
十
番
五
号
一
〇
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

岡 
 
 

正 

 

・
審
査
の
結
果 
不
採
択 
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・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長 

 

名 

取 

顕 

一 

文
京
区
議
会
議
長 
市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

議
会
運
営
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 
 

令
和
七
年
九
月
四
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、
九
月
十

九
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
三
十
八
号 

 

・
件 

 
 

名 

常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
早
期

に
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表 

 
屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
三
十
九
号 

 

・
件 

 
 

名 

議
会
に
出
席
す
る
全
て
の
人
に
対
し
、
統
一
し
た
情
報
通
信
機

器
の
使
用
基
準
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

三 

請
願
受
理
第
四
十
号 

 

・
件 

 
 

名 

「
今
後
の
議
会
運
営
に
係
る
懇
談
会
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
区

議
会
Ｈ
Ｐ
で
記
載
し
、
「
要
点
記
録
」
に
つ
い
て
も
公
表
す
る

こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
に
お
け
る
真
の
「
協
働
・
協
治
」
を
実
現
す
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

四 

請
願
受
理
第
四
十
一
号 

 

・
件 

 
 

名 

区
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
場
で
「
請
願
」
の
採
択
・
不

採
択
を
入
力
し
、
結
果
を
議
場
で
表
示
す
る
こ
と
を
求
め
る
請

願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 
・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 ○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
れ
よ
り
、
追
加
日
程
第
十
か
ら
第
三
十
一
ま
で

の
二
十
二
請
願
を
一
括
し
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
い
ず
れ
も
委
員
会
の
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
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ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
、

い
ず
れ
も
委
員
会
の
報
告
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
で
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

次
の
本
会
議
は
、
追
っ
て
御
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

午
後
二
時
三
十
分
散
会 


